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税制改正に関する議論の状況等（重点項目以外）

（注）・全12件の状況（12件すべて２年度改正見込み）
・「区分」欄には、過去、税制改正意見として主税局に申入れを行った年度を記載している。

１　納税者の利便性向上
	項番
	項目
	概要
	改正見込
	主税局との議論の状況等
	今後の取組等
	区分
	担当
課室
	申入No.

	１
	準確定申告書をe-Taxで提出する場合の手続の簡素化
	準確定申告をe-Taxで提出する場合の電子署名及び電子証明書について、申請者以外の相続人に係る電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
	○
	・改正見込み。
・条文の規定振りについて調整中。
	
	新規
	個人
情技
	21

	２
	確定申告書の記載事項及び添付書類の簡素化
	確定申告書及び源泉徴収税額等の明細書について、各種所得に係る収入金額の支払者が法人である場合には、「支払者の所在地」の記載に代えて、「支払者の法人番号」の記載を可能とする。
	○
	・改正見込み。
・条文の規定振りについて調整中。
	
	新規
	個人
	４

	３
	非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予に関する各種手続における決算書の提出不要化
	非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予に関する各種手続において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。【継続】
	〇
	改正見込み。
	
	31
	資産
	６

	４
	酒類の製造・販売業免許等の申請に係る「住民票の写し」の添付省略
	免許申請（①酒類の製造免許、②酒母等の製造免許及び③酒類の販売業免許）に際しては、本人確認等のため、酒税法に基づき「住民票の写し」を添付する必要がある。
酒税法施行規則改正により、当該書類の提出を省略する。
	〇
	改正の必要性は共有しており、細部について協議中。
	
	新規
	酒税
	12

	５
	延納手続における決算書等の提出不要化
	延納手続（相続税、贈与税及び物納撤回に係る延納許可。以下同じ。）において提出しなければならない決算書等について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。【継続】
	○
	改正見込み。
	
	31
	管運
	７

	６
	物納手続における決算書の提出不要化
	物納手続（特定物納及び物納財産の変更（旧法）に係るものを含む。以下同じ。）において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。【継続】
	○
	改正見込み。
	
	31
	管運
	８

	７
	テレビ会議システムを利用した口頭意見陳述の実施
	国税に関する法律に基づく処分についての再調査の請求及び審査請求における口頭意見陳述について、映像と音声の送受信による通話の方法（いわゆるテレビ会議システム）により実施することができるよう国税通則法施行令及び国税通則法施行規則に規定を新設する。
	○
	一般法である行政不服審査法と同様の内容で措置する方向で主税局と調整している。
	
	新規
	審判所
審理
	15

	８
	酒類の品目の例外表示の呼称の追加
	酒類の品目の名称以外に、一般に慣熟した呼称（泡盛等）を追加する。
	〇
	呼称の追加に向けて認識を共有している。
	引き続き、主税局と協議を進める。
	新規
	酒税
	13

	９
	法定調書の電子的提出方法の柔軟化
	法定調書の電子的提出方法については、e-Tax（XML形式）があるところ、新たな提出方法として、e-Tax（CSV形式）による提出を可能とする。
	○
	趣旨について理解を得ている。
各種法令の適用関係を整理した上で、令和２年度税制改正により国税庁長官告示を改正する方向で議論が進んでいる。
	
	新規
	課総
情技
	20


２　適正・公平な課税・徴収
	項番
	項目
	概要
	改正見込
	主税局との議論の状況等
	今後の取組等
	区分
	担当
課室
	申入No.

	10
	除斥期間の終了間際になされた申告等に係る更正決定等の期間制限の見直し
	除斥期間の終了間際になされた更正の請求に係る本税の更正及び加算税の賦課決定については、その請求の日から六月までできる（通法70③）。
一方で、除斥期間の終了間際になされた修正申告等に係る加算税の賦課決定については、同様な特例が設けられておらず、修正申告書等の提出を意図的に期限間際に行う等のケースに加算税を課すことができない。
そこで、こうした特例の措置を要望する。
	〇
	意見の趣旨については理解を得られているが、細部については協議中。
	


引き続き、主税局と協議を進める。
	新規
	課総
個人
資産
法人
管運
徴収
	14

	11
	居住用建物に係る仕入税額控除の見直し
	恣意的な課税売上割合の作出による住宅の貸付けの用に供する居住用建物の過大な仕入税額控除を防ぐため、当該居住用建物の課税仕入れについては、現行の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定による仕入税額控除の方法によらず、より精緻に仕入税額控除を適用させる。【継続】
	○
	　引き続き具体的な制度設計に係る協議を進めていく。
	
	31
	消費
	９

	12
	不動産公売における暴力団員の買受け防止
	不動産公売において、暴力団員等が買受人となることを制限するための規定（①暴力団員等に該当しないことの陳述、②虚偽の陳述に対する罰則、③最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かを警察へ照会、④売却決定までの期間の延長、⑤暴力団員等に該当することが認められる場合の最高価申込者等の決定の取消し等）を整備する。
	○
	　今後、具体的な制度設計について協議を進めている。
	
	新規
	徴収
	16
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